
【正誤表】法人税法テキスト（2015 年 5 月 15 日発行） 

弊社書籍をお買い求めいただき、ありがとうございます。 

書籍に誤りがございましたので、訂正をお願いいたします。ご迷惑をお掛けいたしまして、申し訳ありませんでした。 

P.26 (3) 受取配当等と源泉徴収税額 

設例を以下のとおり修正いたします。 

 東京商事(株)は、当事業年度中に次の配当金等を受取った。よって、源泉徴収前の受取配当等の金額を

計算しなさい。 

   （手取金額）  

① A 非上場株式 確定配当金 79,580 円  

② B 非上場株式 中間配当金 159,160 円  

③ C証券投資信託 収益分配金 338,740 円 （所得税 15.315％源泉徴収後） 

①  79,580 円÷(1－0.15315)＝ 100,000 円 

② 159,160 円÷(1－0.15315)＝ 200,000 円 

③ 338,740 円÷(1－0.15315)＝ 400,000 円 

 

【解答】① 79,580 円÷(1－0.2042)＝100,000 円 

② 159,160 円÷(1－0.2042)＝200,000 円 

③ 338,740 円÷(1－0.15315)＝400,000 円 
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